
中野区再犯防止推進計画（素案）の概要
■計画の目的
 再犯防止推進法第８条第１項に基づく地方再犯防止推進計画として、国
の再犯防止推進計画及び東京都再犯防止推進計画を勘案し、中野区に
おける取組を明らかにすることを目的として策定する。

■計画期間
 令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）までの５年間

■目指すべき将来像
　中野区地域包括ケアシステム推進プランや中野区ユニバーサルデザイン推
進条例に示された中野のまちの将来像をもとに、次のとおりとする。
○犯罪や非行をした人の立ち直りを支えるまち 
○支援を必要とする人を孤立させない見守り・支えあいのまち 
○多様な生き方・個性・価値観が受け入れられ、誰もが安心してすこやかに
自分らしく暮らすまち 

■基本方針

① 支援にかかわる関係者・関係機関等の緊密な連携・協力
② 一人ひとりの特性に応じた切れ目のない支援
③ 犯罪被害者の人としての尊厳への配慮と置かれている状況への理解
④ 広く区民の関心と理解を得るためのわかりやすく効果的な広報

■重点課題と主な取組
 主に再犯の防止を目的としているもののほか、犯罪をした者等か否かを問わず、広く区民を対象に提供している各種サービス等で、犯罪防止や再

犯防止、更生保護につながる取組を掲げている。

【推進体制の整備】
・関係機関・団体との連携・協力
・職員の理解促進と対応力の向上
・計画の進捗状況の把握等

【地域での取組の推進】
・保護司など更生保護ボランティアへの支援
・民生委員･児童委員、町会・自治会等への理解
促進

支援を必要とする人を孤立させるこ
となく、地域で立ち直りを支える～
民間協力者の活動の促進、広報・啓発活
動の推進等

地域で安定した生活を営む～就
労・住居の確保等                        

誰もが安心して自分らしく、すこや
かに暮らす～保健医療・福祉サービ
スの利用の促進及び支援等

すべての子どもたちが安心・安全
な環境で成長する～学校・家庭・
地域と連携した非行防止等
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【就労を支援する取組】
就労のための相談・支援／犯罪をした者等を雇用する企業への支援制度の理解促進／関係機関・団体との連携
【住居の確保を支援する取組】
都営住宅や住宅セーフティネット制度の活用／更生保護施設との連携／自立した生活が難しい高齢者や障
害者等の生活の場の確保支援

【一人ひとりの特性や状況に応じて支援し、保健医療・福祉サービスを提供する取組】
犯罪をした者等が抱える複雑な課題に配慮した支援
【薬物依存者の回復を支援する取組】

薬物依存者の回復に必要な医療や相談・支援／薬物依存に関する理解の促進／専門機関・団体との連携

【学校・家庭・地域の連携により子どもたちを見守り、指導・支援する取組】

犯罪・非行の防止のための子どもたちへの指導・支援／子どもたちの立ち直りの支援／課題を抱える子ど
もたちのための学習支援活動や居場所づくりの支援

【民間協力者の活動を支援する取組】

民間ボランティア人材の発掘・人材確保の支援／民間ボランティア活動の支援
【理解を促進する取組】

再犯防止や更生保護に関する普及啓発

計画の
推進体制


